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保育・教育施設設置者 各位 

こども青少年局保育・教育運営課長 

保育・教育施設における障害児等の受入れ時の留意点について（通知） 

 各保育・教育施設におかれましては、日頃から、障害児等の受け入れにご理解

とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

障害児等の受け入れにあたっては個々の児童が抱える事情も様々であることか

ら、保護者や療育機関等と緊密に情報共有するとともに、保育士や看護師等の職

員を加配するなどのご対応をいただいております。引き続き、一人ひとりに合っ

た保育をしていただきますよう、改めてお願い申し上げます。 

 また、過去に保育時間中において、車いすを使用する児童を介助していた職員

が離れた時に、他の児童が車いすを押して横転し、児童がけがをした事故も発生

しています。車いすや補装具等を利用する児童に関しては、使用方法や注意点な

どについて園職員全員で共有し、安全面について十分に配慮していただきますよ

うお願いいたします。 
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